
平成３０年度第２回　事業評価監視委員会審議案件等一覧　　

■再評価案件

⑤の理由 （a） （b） （c） （d） （e） （f） 重点の理由

河川 1 富士川総合水系環境整備事業 H15 H27 ④ 一括

道路 2 一般国道18号　坂城更埴バイパス（延伸） H20 H27 ⑤
推定事業費が増加し、現時点で評価す
る必要が生じたため

重点 ○
軟弱地盤への対策の実施により推定事業
費が顕著に増加するため

3
一般国道18号　坂城更埴バイパス（坂城
町区間）

H23 H27 ⑤
「一般国道18号　坂城更埴バイパス（延
伸）」と一体で評価をするため

重点 ○
「一般国道18号　坂城更埴バイパス（延
伸）」と一体で評価をするため

4 一般国道158号　奈川渡改良 H23 H27 ⑤
推定事業費が増加し、現時点で評価す
る必要が生じたため

重点 ○
重金属を含むトンネル掘削土処理への対
策の実施により推定事業費が顕著に増加
するため

港湾空港 5
千葉港葛南中央地区国際物流ターミナル
整備事業

H15 H27 ④ 重点 ○
委員から重点審議にて説明するよう依頼
されたため。

◆再評価理由 ◆重点審議案件の選定 審議件数（再評価） ５件

①：事業採択後３年間が経過した時点で未着工の事業 （a）事業計画が顕著に変更された事業

②：事業採択後５年間が経過した時点で継続中の事業 （b）推定便益が顕著に減少する事業

③：準備・計画段階で３年間が経過している事業 （c）推定事業費が顕著に増加する事業

④：再評価実施後５年間が経過している事業 （d）事業の進捗予定が顕著に遅れている事業

（e）特に事業規模が大きく、事業費の変化が軽微でない事業

（f）その他の要因

◆一括審議案件の選定

前回の評価時から事業の計画や事業費、進捗状況等に大きな変化が生じていない事業（要因の変化が軽微）は、一括審議と
して扱う。ただし、委員からリクエストがあった場合は、重点審議案件として扱う。

　　　（経過措置で、審議件数を平準化するために３年目に実施）

⑤：社会情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施
の必要が生じた事業
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第２回事業評価監視委員会 河川事業位置図    

富士川総合水系環境整備事業 

静岡県 



佐久小諸JCT 

桶川北本IC 

高尾山IC 

横浜町田JCT 

圏央厚木IC 

相模原IC 

栄IC･JCT 

海老名JCT 

茅ヶ崎JCT 

渋川伊香保IC 

長野県 

境古河IC 

３－１ 

一般国道１８号 

坂城更埴バイパス 

（延伸） 

５－２ 

一般国道６号 

大和田拡幅 

５－３ 

一般国道５１号 

潮来バイパス 

３－２ 

一般国道１５８号 

奈川渡改良 

道路事業位置図 

 再評価実施要領の改訂により、事業再評価の実施間隔が３年間隔から５年間隔に変更 

 事業期間や事業費等の状況に応じ、適切な時期に事業評価を実施 

 今年度は１４事業の再評価、３事業の事後評価を予定 

  都県名 路線・事業名 
前回
評価 

事業 
費増 

再
評
価 

① 神奈川 圏央道（横浜湘南道路） 28 ○ 

② 神奈川 圏央道（金沢～戸塚） 27 ○ 

③ 山梨 中部横断道(富沢～六郷） 28 ○ 

④ 茨城 国道５１号 潮来バイパス 28 ○ 

⑤ 茨城 国道６号 大和田拡幅 28 ○ 

⑥ 埼玉 国道４号 東埼玉道路（延伸） 27 ○ 

⑦ 東京 国道１５号 蒲田駅周辺整備 27 ○ 

⑧ 群馬 国道１７号 高松立体 27 

⑨ 長野 
国道１８号 坂城更埴バイパス 

（坂城町区間） 
27 ○ 

⑩ 長野 国道１８号 坂城更埴バイパス（延伸）  27 ○ 

⑪ 長野 国道１５８号 奈川渡改良 27 ○ 

⑫ 山梨 
国道２０号 新山梨環状道路 

（広瀬～桜井） 
27 

⑬ 神奈川 国道２４６号 秦野IC関連 28 ○ 

⑭ 千葉 国道３５７号 湾岸千葉地区改良 28 

事
後
評
価 

⑮ 神奈川 国道１号 小田原箱根道路 24   

⑯ 栃木 国道４号 小山石橋バイパス 22   

⑰ 山梨 国道２０号 竜王拡幅 22 

○：再評価実施後、３年間経過した事業 

●：再評価実施後、１～２年間経過した事業 

◎：再評価が初めての事業 

：再評価 

①：事業採択後３年間が経過した時点で未着工の事業 

②：事業採択後５年間が経過した時点で継続中の事業 

③：準備・計画段階で３年間が経過している事業 

④：再評価実施後５年間が経過している事業（経過措置で、審議件数を平準化するために３年目に実施） 

⑤：社会情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業 

３－１ 

坂城更埴バイパス 

（坂城町区間） 



第２回事業評価監視委員会 港湾事業位置図
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東京都

千葉港葛南中央地区
国際物流ターミナル整備事業
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